
 令和６年９月那須塩原市議会定例会議付議事件 

 議 案 番 号  件　　　　名  主　管 

 議案第１０９号  契約の締結について  教育部 

 報告第２６号  専決処分の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  総務部 

 報告第２７号  専決処分の報告について〔損害賠償の額の決定及び和解〕  上下水道部 





 議案　第１０９号 

 契約の締結について 

 次の契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１ 

 項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和６年１０月　１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　契約の目的　　大山小学校体育館改築工事 

 ２　契約の方法　　条件付一般競争入札 

 ３　契約金額　　　５９４，０００，０００円 

 ４　契約の相手方　那須塩原市太夫塚５丁目２２１番地 

 　　　　　　　　　生駒・熊田特定建設工事共同企業体 

 　　　　　　　　　代表者　株式会社生駒組 

 　　　　　　　　　　　　　代表取締役　生駒　憲一 
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 報告　第２６号 

 専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 令和６年１０月　１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

2



 専決処分　第１１号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和６年　９月２０日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

　 令和６年７月２８日、那須塩原市○○地内において発生した事故による相手側

車両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、和解する。 

１　損害賠償額　　　４６，２００円   

２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は４６，２００円とし、過失割合は市側   

が１００パーセントとする。   

 市は、上記損害額を相手方に支払う。 

 今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも 

異議の申立て、訴訟等を一切しない。   

３　相　手　方　　　那須塩原市○○   

○○ 　○○  
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 報告　第２７号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙の 

 とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和６年１０月　１日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 専決処分　第１２号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和６年　９月２４日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

　令和６年７月１８日、那須塩原市○○地内において発生した事故による相手側車

両の損傷について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり定め、和解する。 

１　損害賠償額　　　１２７，４１３円   

２　和解の内容　　　相手側車両の損害額は１２７，４１３円とし、過失割合は市   

 側が１００パーセントとする。 

 市は、上記損害額を相手側車両の修理先等に支払う。 

今後いかなる事情が発生しても、本件については、双方とも   

異議の申立て、訴訟等を一切しない。   

３　相　手　方　　　那須塩原市○○ 

 　　　　　　　　　〇〇　○○ 
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